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糸満市放課後児童クラブ管理運営仕様書 

 

 本仕様書は、糸満市放課後児童クラブ（以下「クラブ」という。）の、指定管理者が

行う業務内容について定めるものとする。 

 
第 1 施設の概要 
１ 設置目的 
 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教

室、専用室（小学校内に設置された放課後児童クラブ専用室）等を利用して適切な遊び

及び生活の場を与え、その健全な育成を図る事業（以下「放課後児童健全育成事業」と

いう。）を実施することを目的とする。 
 
２ 施設の概要 

 
３ 指定期間 
  令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで(５年) 

 
４ 開所時間および休所日 
 （1）開所時間 
   ① 小学校の授業日 正午から午後６時３０分以上 
   ② 小学校の休業日（休所日を除く） 午前８時から午後６時３０分以上 
   ③ 指定管理者が必要であると認めるときは、市長の承認を得て開所時間を変 

更することができる。 
 

 （2）休所日 
   ① 日曜日 
   ② 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 
   ③ １２月２９日から翌年の１月３日までの日（②に掲げる日を除く） 
   ④ ６月２３日（慰霊の日） 
   ⑤ 指定管理者が必要であると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休所する 

名  称 糸満市兼城児童クラブれいん

ぼー 
敷地面積（㎡） 494.67 ㎡ 

所在地 糸満市字座波 311 番地 延床面積（㎡） 108.36 ㎡ 

建物の種類 専用施設 定  員（人） 40 人 

建築年 令和 4 年  支援の単位 1 

構  造 プレハブ軽量鉄骨造 利用見込児童数（人） 40 人 

施設内容 保育室、自習室、倉庫（棚あり）、職員ロッカー（収納スペース）、

静養室、執務室（棚あり）、台所、トイレ、多目的トイレ、かばん

棚、靴箱等 ※詳細は施設図面（平面図）を参照してください。 
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ことができる。 

 
５ 関係法令等 
  事業の運営にあたって、特に遵守すべき関係法令等は次のとおりとする。 
 （1）児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 
 （2）放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省 

令第 63 号） 
 （3）糸満市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平 

成 26 年糸満市条例第 35 号） 
 （4）糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例（平成 27 年糸満市条例 

第 16 号） 
 （5）放課後児童クラブ運営指針（令和 7 年 1 月 22 日付こ成境第 16 号 こども家庭 
   庁成育局長通知） 
 （6）学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のた 

めの措置に関する法律(令和 6 年法律第 69 号) 

 
６ 対象児童 
  対象となる児童は、糸満市内の小学校に就学し、かつ、市内在住の児童であって、 

その保護者が労働等により昼間家庭にいない者とする。ただし、市長が必要と認め 
るときは、この限りでない。 

 
７ 組織及び体制等について 
 （1）管理運営業務を実施するために必要な業務体制を確保するとともに、労働基準 

法（昭和 22 年法律第 49 号）を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形 
態に沿った適正な人数の職員を配置すること。 

 （2）クラブにおいては、支援の単位ごとに放課後児童支援員及び補助員（以下「支 
援員等」という。）を配置し、少なくとも１名は常勤の放課後児童支援員とする 
こと。また、その放課後児童支援員の中からクラブの責任者を１名任命すること。 
※放課後児童支援員とは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第3項に定める者をいう。 
 （3）児童数に応じた職員の配置は、支援の単位ごとに2人以上とする。 
 （4）障がいのある児童を受け入れる場合は、必要に応じて専門的知識等を有する放 

課後児童支援員を加配するものとする。 
※障がいのある児童とは、療育手帳もしくは身体障害者手帳を所持する児童、特 
別児童扶養手当証書を所持する児童、または医師、児童相談所等公的機関から 
これらの児童と同様の障害を有していると認められる児童 

 （5）職員の資質を高めるため研修を実施するとともに、施設の管理運営、児童の指 
導に必要な知識と技術の習得に努めること。 

 （6）特別な支援を必要とする児童の支援に必要な知識の習得に努めること。 
 （7）指定管理業務を開始する以前にクラブに勤務していた職員について、本人が希 
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望する場合は雇用を継続するよう努めること。 
 （8）採用に際しては、職員に就業規則等の労働条件を明示し、雇用契約を締結する 

こと。 
  （9）職員の安全衛生の確保及び改善を図るため、年１回健康診断を受けさせること。 

 
第２ 指定管理者が行う業務 
１ クラブの運営に関する業務 
 （1）放課後児童健全育成事業の実施に関する事務 
   ① クラブでは、育成支援のほか次の業務を行う。 

・業務の実施状況に関する日誌作成（児童の出欠席、職員の服務に関する状況

等） 
・運営に関する会議や打合せ、申合せや引継ぎ 
・おやつの発注、購入等 
・遊びの環境と施設の安全点検、衛生管理、清掃や整理整頓 
・保護者との連絡調整 
・学校との連絡調整 
・地域の関係機関、団体との連絡調整 
・会計事務 
・その他、事業運営に関する業務 

 
 （2）クラブの利用承認等に関する業務 
   ① 利用手続 

指定管理者は、クラブを利用しようとする者の申請を受け付けること。 
   ② 審査及び利用承認通知書等の交付 

指定管理者は、申請を受付後審査し、利用が適当と認められるときは、利用 
承認通知書を交付すること。また、利用が適当と認められないときは、利用 
不承認通知書を交付すること。 

③ 利用中止手続等 
指定管理者は、利用者が利用を中止する場合は、放課後児童クラブ利用休止・ 

中止届を受理すること。また、利用要件に該当しなくなったときは、利用承認 
の取り消しを行うこと。 

 
 （3）クラブの利用に係る料金の収受に関する業務 

① 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第8項の規定に基づき利用料 
金（保育料）制とし、利用者が納付する施設の利用料金は、市の収入ではなく 
指定管理者の収入とする。その経理については、他の収入と明確に区分できる 
ようにすること。 

   ② 児童のおやつ代や行事費などは、利用料金（保育料）とは別に保護者から徴 
収すること。この場合、合理的であると認められる範囲において指定管理者が 
その額を定めるものとする。 
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 （4）指定事業の実施 
多様な活動や遊びを積極的に取り入れることにより、児童がクラブ内外で過ご 

す時間を充実させるため、以下の①～④から２つ以上実施すること。なお、企画 
した事業は市の承認を得た上で実施すること。 
① 野外活動研修 
② 運動あそび、食に関する活動、伝統文化に触れる活動 
③ クラブ全体での交流事業 
④ その他 
 

 （5）自主事業の実施 
施設の設置目的を踏まえた、子育て支援及び利用率向上を図るための事業を、 

自主的に企画し実施すること。ただし、収支見込や事業の運営形態において、業 
務に支障のない範囲で計画し、市の承認を得た上で行うことができるものとする。 
なお、自主事業は、指定管理者の自己資金で実施し、業務に係る収支と区分して 
経理すること。 

 
２ クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務 
 （1）基本的事項 

指定管理者は、施設、設備及び備品の機能と環境を良好に維持し、サービス提 
供が常に円滑に行われるように、次の基本的事項を踏まえ、施設、設備及び備品 
等の日常点検、保守及び法定の保守管理業務を行うこと。 
① 設備管理業務、清掃管理業務など各業務の管理・運営業務を円滑に推進する 
ための取り組みを行うこと。 

   ② 施設及び設備の維持管理の状況を記録した業務日誌を作成・保管すること。 
   ③ 施設を適切に運営するために、日常的に点検を行い、施設を安全かつ安心し 

て利用できるよう施設の保全に努めるとともに、建築物等の不具合（軽微な場 
合）を発見した際には、速やかに応急処置を施すこと。 

   ④ 市の防災等の避難訓練等に協力すること。 

 
 （2）備品等管理業務 
   ① 指定管理者は、市の所有する備品について、業務に係る備品を善良な管理者 

の注意をもって管理し、業務の運営に使用するものとする。 
   ② 指定管理者が、指定期間中に市から支払われた指定管理料等により購入した 

備品は、市に帰属するものとする。 
   ③ 市に帰属する物品の取り扱いについては、糸満市物品規則（平成22年糸満市 

規則第28号）を適用する。 
   ④ 指定管理者が所有する備品又はリース等による機器を持ち込む場合は、指定 

管理者が持ち込んだ備品であることを備品管理簿に登録し明らかにすること。 
   ⑤ 指定期間の管理が満了したときは、指定管理者が持ち込んだ備品等は自己の 

負担において直ちに撤去すること。 
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 （3）清掃業務 
良好な衛生環境、美観の維持に心がけ、公共施設として快適な空間を保つため 

に必要な清掃業務を実施すること。清掃の実施頻度等その内容については、指定 
管理者が施設の利用頻度に応じて適切に設定すること。また衛生消耗品類は、常 
に補充された状態にすること。 
 

 （4）防災・危機管理対応 
   ① 災害等や事故の発生等あらゆる緊急事態に対応するため、マニュアルを作成 

すること。 
   ② 災害等が発生した場合、マニュアルに基づき利用者等の避難誘導、関係機関 

への通報、傷病者の医療機関への搬送付添い、安全確保、通報・連絡等の迅速 
かつ的確な対応を行うこと。 

   ③ 職員研修の実施等を通じて、職員に対しマニュアルの周知徹底をさせ、利用 
者への対応に万全を期すこと。 

 
３ その他の業務 
 （1）事業計画書の提出 

指定管理者は、毎年市が指定する期日までに、翌年度の事業計画を市と協議の 
上、作成し、市へ提出すること。事業計画書の主な内容は次のとおりとする。 

   ① 管理を行う施設の事業計画 
   ② 管理に係る収支予算書 
   ③ その他、市が指示する書類 

 
 （2）月次報告書の作成 
    指定管理者は、月毎に報告書を作成し、市へ提出すること。月次報告書の主な 

内容は、次のとおりとする。 
① 利用状況 
② 事故、苦情対応等の内容 
③ その他、市が指示する書類 
 

 （3）事業報告書（年次）の提出 
    指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に事業報告書を市に提出すること。事 

業報告書の主な内容は次のとおりとする。 
   ① 利用状況 
   ② 事故、苦情対応等の内容 
   ③ その他、市が指示する書類 

 
 （4）財務諸表の提出 
    指定管理者は、協定書締結以降、指定期間の満了に至るまで、事業年度の最終 

日から３か月以内に、監査済財務書類（貸借対照表、損益計算書、財産目録、事 
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業報告書、収支報告書）を市長に提出し、監査報告及び年間業務報告を行うもの 
とする。 
 

 （5）利用者満足度調査の実施 
    指定管理者は、利用者の意見及び要望を把握し、適正な維持管理とサービスの 

向上を図るため、毎年度１回以上満足度調査を実施すること。 

 
 （6）運営協議会の設置 
    指定管理者は、運営協議会を設置し、定期的に業務に関する報告や意見交換等 

を実施すること。本協議会における協議事項に基づき、業務に反映しサービスの 
改善等に努めるものとする。なお、本協議会の協議内容については、速やかに市 
長へ報告を行うものとする。 

 
 （7）運営協議会の構成員 

指定管理者は、育成支援を行うにあたり学校や地域と連携が図られるよう、施 
設設置の学校関係者、地区民生委員、地区自治連絡員、地域住民等を運営協議会 
の構成員に任命し、学校及び地域の意見が事業運営に反映できる体制を整えるこ 
と。 

 
 （8）市によるモニタリング・事業評価の実施 

市は、指定管理者の業務の遂行状況や実績等を確認するため、提出された事業 
計画、事業報告（月次・年次を含む）、利用者満足度調査結果、利用者からの苦 
情・意見の内容及び事故・災害報告等を基に、業務実施状況のモニタリングを行 
い、指定管理者が事業計画書等に基づき提供する業務水準の確認を行うものとす 
る。また、指定管理者は市によるモニタリング及び適切な事業評価に協力するも 
のとする。 
 

 （9）市の監査委員による監査 
市長又は監査委員等が必要と認める場合、指定管理者は、帳簿書類その他の記 

録を提出すること。 

 
（10）市との連絡調整業務 
 

 （11）その他運営に付帯する業務 

 
第３ 留意事項 
１ 指定管理料 
 （1）指定管理料の額 
    指定管理料に代えて、当該年度の糸満市放課後児童健全育成事業補助金算定基 

準による以下の①から⑥までの合計額を交付するものとする。 
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   ※糸満市放課後児童健全育成事業補助金算定基準（支援の単位当たり） 

 
①  基本額 年間平均利用児童数を基準とする。※R8.4.8時点 

児童数 基準額（支援の単位当たり年額）※常勤加算なし 

1～19人 3,028,000円－（19人－児童数）×28,000円 

20～35人 5,416,000円－（36人－児童数）×26,000円 

36～45人 5,416,000円 

    
児童数 基準額（支援の単位当たり年額）※常勤加算あり 

1～19人 5,107,000円－（19人－児童数）×28,000円 

20～35人 7,495,000円－（36人－児童数）×26,000円 

36～45人 7,465,000円 

 
②  開所日数加算額 （年間開所日数－250 日）×23,000 円 ※常勤加算なし 

                     ×31,000 円 ※常勤加算あり 

 
 

③  長時間開所加算額 
平日分：「18 時半を超える時間」の年間平均時間数 

×495,000 円 ※常勤加算なし 
×804,000 円 ※常勤加算あり 

長期休暇等分：「1 日 8 時間を超える時間」の年間平均時間 
×223,000 円 ※常勤加算なし 
×362,000 円 ※常勤加算あり 

 
④  障害児受入推進事業 2,352,000 円 
⑤  放課後児童支援員等処遇改善事業 
・家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置 

2,181,000 円 
・月額 9,000 円相当賃金改善 

     11,000 円×賃金改善対象者数×事業実施月数 
 
注）上記は、利用児童数、障害児の受入数、実績や予算措置額等により変動す 

る。 
 

 （2）指定管理料の変更 
児童数の増減や支援員等の配置人数の増減など収支計画に大きな変動が 
生じ、 

指定管理料を変更する必要があると市が認めたときは、市と指定管理者とが協 
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議の上、指定管理料を変更できるものとする。 

 
 （3）指定管理料の支払方法と時期 

指定管理者の請求に基づき年に４回、分割して支払うことを予定している。 

 
 （4）指定管理料に含まれる経費 
   ① 管理運営経費の積算 
     管理運営に必要な経費は次の項目とし、募集要項や本仕様書を参考に適切

に積算すること。なお、人件費については、申請者において人員配置計画等

に基づき積算すること。 
 ア 人件費（給与、法定福利費等） 
 イ 運営費（旅費、消耗品費、光熱水費、役務費、行事費、備品購入費等） 
 ウ 指定事業費 

   ② 年間の運営は指定管理料及び利用料金（保育料等）収入等の収入額の範囲内

で執行すること。ただし、市が配備している備品類は、指定管理者に無償で

貸与する。 

 
 （5）公金の管理 
   ① 指定管理者は、糸満市会計規則(昭和 61 年糸満市規則第 5 号)、糸満市公金

等の保管に関する取扱基準に準じ、利用料金、指定管理料、その他公金につ

いて、善良な管理者の注意を怠らないこと。 
   ② 利用料金、指定管理料、その他公金は、金庫に保管する等、最も安全で適切

な方法により管理すること。 
 
 （6）会計事務 
   ① 指定管理者は、指定管理業務の経費に係る経理関係書類を、指定期間満了

後、市の指定する期間保管すること。 
   ② 指定管理者は、日々の経理業務に関して確実に執行し、常に透明性を確保す

ること。 
   ③ 指定管理者は、市が承認した収支予算書の費目期別区分に基づき計画的に執

行すること。 

 
２ 責任分担 
  市と指定管理者の責任分担は次のとおりとする。なお、この表に定める事項以外 

の不測の事態が生じた場合には、双方で協議の上、決定することとする。 
 

種  類 内   容 市 
指 定 
管理者 

包括的責任 
施設設置者、所有者としての包括的責任 
（管理瑕疵を除く） 

〇  
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物価・金利変動 
物価若しくは金利の変動に伴う経費の増加又は

収入の減 
 〇 

税制・法令改正 

消費税率の変更 〇  

その他消費税率の変更 

協議事項 法人税・住民税率等の変更 

上記以外の管理運営に影響するもの 

その他の制度

変更 

指定管理者制度に直接関係する法律、条例、規

則等の改正その他の制度変更等による経費の増

加又は収入の減少 
〇 

 

上記以外の法律、条例、規則等の改正その他の

制度変更等による経費の増加又は収入の減少 
協議事項 

資 金 調 達 
資金調達ができなくなったことによる管理業務

の中断等 
 〇 

需 要 変 動 需用変動による収入の減少  〇 

業務内容の変

更 

行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費

の増加 
〇  

指定管理者の提案に基づく指定期間途中の業務

内容の変更に伴う経費の増加 
 〇 

備品の損傷に

伴う修繕・更

新 

 

貸与備品の経年劣化によるもので小規模な修繕  〇 

貸与備品の経年劣化によるもので上記以外の修繕 

※必要性を協議 
協議 

貸与備品の経年劣化による小規模な購入  〇 

貸与備品の経年劣化によるもので上記以外の購入

※必要性を協議 
協議 

指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者

の責めに帰すべき事由による棄損に係る修繕 
 〇 

指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者

の責めに帰すべき事由による棄損滅失に係る購入 
 〇 

利用者の故意・過失によるもの 
※原則：利用者負担 

 〇※ 

第三者の行為から生じた小規模なもので相手方

が特定できないもの 
 〇 

第三者の行為から生じた上記以外のもので相手

方が特定できないもの 
〇 被害届 

施設又は設備

の損壊等に伴

う修繕 

経年劣化によるもので小規模なもの  〇 

経年劣化によるもので上記以外のもの 〇  

指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理

者の責めに帰すべき事由によるもの 
 〇 
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利用者の故意・過失によるもの 
※原則：利用者負担 

 〇※ 

第三者の行為から生じた小規模なもので相手方

が特定できないもの  
 〇 

第三者の行為から生じた上記以外のもので相手

方が特定できないもの 
〇 被害届 

第三者への賠

償 

 

指定管理者の故意又は過失により損害を与えた

場合 
 〇 

上記以外の理由により損害を与えた場合 〇  

不可抗力 

不可抗力に伴う施設及び設備の復旧経費 〇  

不可抗力に伴う事業の中断及びこれに伴う指定

管理者の損害 
協議 

管理運営の引継ぎに必要な経費  〇 

 
※施設・設備・備品ともに小規模な修繕、購入は指定管理者の負担とする。 

 ※小規模な修繕費及び購入費については、施設、設備及び備品を合わせて、１年度 
当たり 15 万円を上限とします。 

 ※利用者の故意・過失がある場合は利用者負担が原則とする。 
 ※施設の安全管理に関わる消防設備の修繕、更新等は市で行う。(火災報知器等） 
 ※施設の安全管理、衛生管理等に係る点検等は市で行う。（消防点検、貯水槽の清

掃・水質点検） 

 
３ 業務の委託 
  指定管理者は、業務の全部又は主要な部分を委託し、請け負わせてはならない。

ただし、業務の一部を委託する場合は、事前に市と協議の上、承認を受けたものに

限り認めるものとし、その範囲は次に掲げるものとする。なお、委託にあたって

は、市内事業者の活用に配慮するとともに、委託先が事業運営、職員雇用等に係る

関係法令に抵触しないことを確認の上、選定するものとする。 
 （1）施設、付属設備及び備品の保守、点検及び検査業務 
 （2）清掃及び警備業務 
 （3）その他、市長が特に必要と認めた業務 
 
４ 文書の管理・保存 
  業務において作成又は取得した文書等は、適正な管理・保存に努めるものとす

る。なお、指定期間満了時に、文書の引継ぎを行う際は、市の指示に従うものとす

る。 

 
５ 守秘義務 
  管理運営業務に従事する者若しくは従事していた者は、業務上知り得た個人情報 
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をみだりに他人へ知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間満了後 
若しくは指定管理者の取消後又はその職を退いた後も同様とする。 

 
６ 個人情報の取扱い 
  業務において個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 57 号）や糸満市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 5 年糸満市

条例第 5 号）に基づき、適切な管理のもと、その保護のため必要な措置を講じるこ

と。 
 
７ 情報公開 
  業務において作成又は取得した文書等で、指定管理者が保有しているものについ

ては、市と協議の上、糸満市情報公開条例（平成 15 年糸満市条例第 1 号）に基づ

き公開すること。 

 
８ トラブルの防止 
  指定管理者は、苦情やトラブル等の未然防止を徹底し、利用者が安全で快適に利

用できる環境づくりに努めること。 
 
９ 保険の付保 
  指定管理者は、利用する児童の傷害に対応するための「傷害保険」や施設管理上

の瑕疵による事故等に対応するための「施設賠償責任保険（指定管理者特約条項等

のついたもの）」に加入するものとする。 
 （1）傷害保険 

（保険金額）通院１日につき 1,500 円。入院１日につき 4,000 円 
（2）施設賠償責任保険 

（保険支払限度額）対人・対物賠償 合算１事故５億円。ただし、対人賠償は 
１人１億円 

 
10 指定管理者の責に帰すべき事由による場合の措置 
  指定管理者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合、市長は指

定の取消し又はある一定の期間を設けて業務の全部若しくは一部を停止することが

できるものとし、この場合市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとする。 
 
11 その他の事由により事業の継続が困難となった場合の措置 
  災害その他の不可抗力等で事業の継続が困難となった場合、市及び指定管理者は

業務継続の可否について協議を行う。一定期間に協議が整わない場合、市又は指定

管理者は協議を解除できるものとする。 

 
12 指定期間開始前の準備 
  指定管理者は、指定管理者の指定の議決後から指定期間開始（令和９年４月予
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定）までの期間、指定管理業務に先行して施設の利用案内書の作成、その他利用

促進に資する取組み等に努めるものとする。 
 
13 指定期間満了後の引継業務 
  指定管理者は、指定期間満了後又は指定の取消し等により指定管理者でなくなっ 
たときは、次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう協力するこ

と。 

 
14 サービス情報の開示 
  利用者サービスを図るため、施設サービス情報を積極的に開示すること。 

 
15 その他 
 （1）法令等が改正された場合は、改正された内容に基づき仕様を変更することとす 

る。 
 （2）市が定める方針やガイドライン等を十分に認識のうえ、施設の管理運営におい 

て積極的に市と連携すること。 
（3）指定管理者は、協定書及び仕様書に明示のない事項、又は疑義を生じた場合

は、 
市と協議の上、適宜対応するものとする。 
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糸満市放課後児童クラブ管理運営特記事項 

 
 

本特記事項は、令和 9 年 4 月から指定管理する「糸満市兼城児童クラブれいんぼー」

の管理運営について適用する。 
 
１ 施設名称及び位置は次のとおりとする。   

名称 位置 

糸満市兼城児童クラブれいんぼー 糸満市字座波３１１番地 

 
２ 指定管理料は、指定開始日以降のものについて、市は指定管理者に支払う。 

 
３ クラブは、兼城小学校の児童を受入するものとする。 

 
４ クラブの管理運営について、仕様書、特記事項に定めのないもの及び疑義等が生 

じた場合は、市及び指定管理者が協議の上、適宜対応すること。 

 
５ 入所選定に当たっては、「放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項に 

ついて（平成 28 年９月 20 日雇児総発 0920 第２号厚生労働省雇用均等・児童家 
庭局総務課長通知）」の別紙「１優先利用の基本的考え方について」中の「（３）優 
先利用の基本的な考え方及び対象として考えられる事項」を踏まえた上で、選定を 
行うこと。 

 



25年12月。以下「専門委員会報告書」という。）においては、市町村（特別区を含む。以

下同じ。）は放課後児童健全育成事業の提供体制を整備する必要があるものの、利用ニー

ズの増加に対しては、優先順位を付けて対応することも考えられ、優先的に受け入れるべ

き児童の考え方について国として例示を示すべきとされている。 

これらを踏まえ、放課後児童健全育成事業の優先利用に関する基本的考え方を明らかに

するものである。 

 

（２）検討経緯及び他の制度における状況 

放課後児童健全育成事業の優先利用については、（１）のとおり、専門委員会において

検討が行われ、専門委員会報告書において、具体的な対象者について例示している。 

また、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第28条（第31条の８に

おいて準用する場合を含む。）において、従来の市町村に対する母子家庭及び父子家庭（以

下「ひとり親家庭」という。）の児童の保育所の入所選考の際における特別な配慮義務に

加えて、放課後児童健全育成事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う場合の特別の

配慮義務が規定され、平成26年10月１日より施行されている。 

さらに、「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」（平成26年府政共生第859号・26

文科初第651号・雇児発0910第２号内閣府政策統括官（共生社会政策担当）・文部科学省

初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知）第２の７において、保

育の必要性の認定及びこれを踏まえた保育所等の利用に係る調整を適切に行うため、優先

利用に関する基本的な考え方が示されている。 

 

（３）優先利用の基本的考え方及び対象として考えられる事項 

放課後児童クラブを利用できなかった児童（以下「待機児童」という。）の発生状況に

加え、事前に予測される事案や個別事案ごとへの対応の必要性等の観点を踏まえ、事案に

応じて受入れの優先度を高めることにより、優先利用を可能とする仕組みが考えられる。 

その際、優先的な受入れが実際に行われるよう、地域における受入体制を確認し、市町

村子ども・子育て支援事業計画に基づく提供体制の確保等を着実に実施していることが必

要となる。 

これらを踏まえ、優先利用の対象として考えられる事項について例示をすると次のとお

りである。ただし、それぞれの事項については、適用される児童・保護者、状況、体制等

が異なることが想定されるため、運用面の詳細を含め、実施主体である市町村において、

それぞれ検討・運用する必要があることに御留意いただきたい。 

 

   ①  ひとり親家庭 

※  母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく配慮義務がある。 
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②  生活保護世帯 （就労による自立支援につながる場合等）  

③  主として生計を維持する者の失業により、就労の必要性が高い場合 

④  虐待又はＤＶのおそれがあることに該当する場合など、社会的養護が必要な場合 

⑤  児童が障害を有する場合 

⑥ 低学年の児童など、発達の程度の観点から配慮が必要と考えられる児童 

⑦  保護者が育児休業を終了した場合 

（例） 

・育児休業取得前に放課後児童クラブを利用しており、利用を再度希望する場合 

・育児休業取得前に放課後児童健全育成事業の類似の事業（児童福祉法上の「放課後

児童健全育成事業」として事業を実施しない類似の事業）を利用しており、放課後

児童クラブの利用を希望する場合 

・育児休業を取得しており、復帰する場合 

⑧  兄弟姉妹（多胎で生まれた者を含む。）について同一の放課後児童クラブの利用を

希望する場合 

⑨  その他市町村が定める事由 

※  このほか、保護者の疾病・障害の状況や各世帯の経済状況（所得等）を考慮すること 

も考えられる。 

※  また、市町村の判断により、人材確保・育成や就業継続による全体へのメリット

等の観点から、放課後児童支援員等の子どもの利用に当たって配慮することも考え

られる。 

※  併せて、保育士、幼稚園教諭、保育教諭の子どもの利用に当たって配慮すること

も考えられる。 

 

２ 放課後児童健全育成事業に関する情報収集及び利用手続等について 

（１）子育て支援事業に関する市町村の情報収集規定について 

子ども・子育て支援新制度では、市町村は、地域子ども･子育て支援事業の量の見込み

並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期等を記載した事業計画を定め、提供体制

を計画的に確保することが求められており、市町村は、放課後児童健全育成事業等の実

施状況や利用状況を把握することが必要となっている。 

このため、整備法による改正後の児童福祉法第 21 条の 11 において、市町村が行うこ

ととして、従来から規定されている子育て支援事業に関する必要な情報の提供に加え、

情報の収集についても明記され、また、その実効性を担保するため、子育て支援事業を

行う者の協力についても併せて規定された。これにより、放課後児童健全育成事業を含

む子育て支援事業について、市町村は、必要な情報の収集を行い、情報の集約が求めら

れることとなったところである。 
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